
 
２０２３年度 老上小学校通信 №１（４月１０日号）  （校長 神戸邦仁） 

      『学びをふかめ 心ゆたかに 自分をみがこう』 

―もっと老上、ずっと老上―   “ Ｔｈiｓ iｓ ОＩＫＡＭＩ．” 

 

（学校だより、学年通信・ほけんだより、行事予定、下校時刻などは老上小学校ＨＰでご覧になれます） 

 

４月 1０日(月)に 147名の新１年生を迎え、 
全校 779名で老上小学校の新年度がスタート！！ 

  

今年度より、老上小学校の校長を務めます、神戸邦仁(かんべくにひと)です。どうぞよろしくお願い

いたします。 

老上小の教職員たちと力を合わせ、「信頼され、応援される学校づくり」を、保護者の皆様や地域の皆

様とともに進めてまいりたいと考えております。ご理解とご支援のほどよろしくお願い申しあげます。 

  

老上小のこれまでの取組を活かしつつ、さらなるステップアップをめざそうと、今年度は、次のよう

な構想を掲げています。 

学校教育目標  「学びをふかめ、心ゆたかに、自分をみがこう」 

          ～願いを持ち、自ら課題を解決しようとする子どもの育成～ 

―もっと老上 ずっと老上― “Ｔｈｉｓ ｉｓ ＯＩＫＡＭＩ．” 

 

めざす学校像   ①子どもが安心して登校し、自分の持てる力を発揮できる学校 

          ②保護者や地域から、理解と応援が得られる学校 

          ③互いを尊重し合い、個々の教職員が前向きに仕事できる学校 

 

めざす学び手(老上の子)の姿 

・・・「スクールＥＳＤおいかみ」の２年目の実践を通して・・・ 

※学びをふかめ 

調べたり試したり話し合ったりして、新たな発見と課題をみつけようとしている。 

※心ゆたかに 

      相手を尊重し、自分とは違う考え方を受け入れようとしている。 

※自分をみがこう 

      自分のよさや特長に気づくとともに、前向きな気持ちで生活しようとしている。 

・・・自分の思いを発信し、自分の学びを行動につなげようとする力の育成をめざします・・・ 

 

※「ESD」とは、Education for Sustainable Development･･･持続可能な開発のための教育を意味 

します。つまり SDGｓの実現に貢献する教育のことです。草津市教育委員会指定のモデル校として 

研究と実践を進めており、今年度は、その 2 年目となります。昨年度に引き続き、学区の特性を生か 

したテーマや課題を取り上げ、学校外の様々な主体と連携を図りながら、地域社会に参画する子ども 

たちの育成をめざします。さらに、その過程で得られた学びを、保護者や地域の皆さんに発信し、地 

域とつながる老上小学校の持続可能な学びをつくっていきたいと考えています。 



年度当初の行事予定（行事は主なものだけ記入しています。詳細は、ほけんだよりや学年通信等で確認ください） 

※これより先の予定については、４月末の学校だよりでお知らせします。 

日 月 火 水 木 金 土 

 ９ １０ 

新任式 

始業式 

入学式 

11:45 下校 

１１ 

４校時日課 

12:05 下校 

１２ 

４校時日課 

12:05 下校 

 

 

１３ 

給食開始 

下校 

1～2 年 14:55 

3～6 年 15:45 

１４ 

5 校時日課 

14:55 下校 

１５ 

１６ １７ 

5 校時日課 

14:30 下校 

１８ 

6 年全国学力学

習状況調査 

下校 

1 年  14:55 

2～6 年 15:45 

１９ 

地域別児童会② 

14:30 下校 

２０ 

心電図検査 1・4 年 

下校 

1～2 年 14:55 

3～6 年 15:45 

２１ 

下校 

1～3 年 14:55 

4～6 年 15:45 

２２ 

２３ ２４ 

検尿(1 次) 

5,６年委員会⑥ 

下校 

1～4 年 14:30 

5～6 年 15:45 

２５ 

個別懇談会(1) 

４校時日課 

1３:２5 下校 

２６ 

個別懇談会(2) 

４校時日課 

1３:２5 下校 

２７ 

個別懇談会(3) 

４校時日課 

1３:２5 下校 

２８ 

個別懇談会(4) 

４校時日課 

1３:２5 下校 

２９ 

 

３０ ５／１ 

個別懇談会(5) 

４校時日課 

1３:２5 下校 

２ 

耳鼻科検診 1 年 
３ 

憲法記念日 

４ 

みどりの日 

５ 

こどもの日 

６ 

※なお、以前にお知らせしました「6 月 27 日（火）の学習参観」につきましては、「7 月 4 日（火）」へ変更する予定と

なっており、正式なお知らせについては、あらためてお伝えいたします。 

感染症への対応に関して 

新型コロナウイルス感染症の対応につきまして、4 月 1 日付で、マスク着用の考え方の見直しを含め、文部科学省 

による「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」が改訂されました。それに伴い、本校 

においても、以下の内容を基本として教育活動を進めていきますので、ご理解ご協力をお願いします。 

※マスクの取扱いについて 

・マスクの着脱については個人の意思を尊重します。また、マスク着用の有無による偏見等が生じないよう指導 

を行います。 

    ・健康診断のための各種検診などについては、検診会場（保健室）は医療機関と同様の扱いとなるため、医師よ 

り、マスク着用が必要という連絡がありましたので、ご協力をお願いします。 

※給食等、食事をとる場面について 

・給食時間の前後の手洗いを徹底します。また、換気の確保とともに、大声での会話を控えたり、一定の距離を 

確保したりすることで感染対策を行います。 

※その他 

・ご家庭での朝の健康観察を確実に実施してください。（発熱がある場合や、咳など風邪の症状などが、ひどい 

ときには登校を控えてください。） 

・換気や消毒、手洗いやうがいなど、基本的な感染症対策は継続して実施します。 

なお、新型コロナウイルス感染症が本年 5 月 8 日に感染症法上の 5 類感染症に位置付けられる予定であるため、今 

後、マスク着用以外の項目についても見直しが行われることが予想されます。引き続き、そうした社会情勢の変化を注 

視しつつ、必要に応じて学校としての対応を図っていきたいと考えております。 


